
1　消費生活の安全・安心の確保

施
策

推
進

担当課等 自己評価等

・

・ 課で作成している情報誌に事故情報を掲載した。
・

  

○液化石油ガス法に基づき，立入検査及び指導監督を実施した。

 液化石油ガス販売所への立入検査実施

 電気用品販売事業者への立入検査実施

ガス用品販売事業者への立入検査
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－

計画期間　（平成28年度～令和2年度）

県のホームページから消費者庁等のページに常時リンクさせるとともに，課のトップ
ページに重大な事故情報を掲載した。

○消費者庁等からの事故情報をホームページに掲載するなど，迅速な情報発信・提
供に努めた。

消費者庁からの情報を電子メールにより，速やかに市町村等へ情報提供し共有
化を図った。

（ R1 重大事故の発生なし ）

消費生活・
文化課

H28 H29 H30 R01 R02

63事業所

25事業所

－

○

ガス用品
販売事業
者への立
入検査等
（製品安全
４法による
立入検査）

○ガス事業法に基づき，立入検査及び指導監督を実施し，事故の未然防止を図
る。

立入検査実施件数 － － －
H28

    宮城県消費者施策推進基本計画　（　第３期　）　実施状況　（R1年度）   

②

液化石油
ガス販売
事業者へ
の立入検
査等（製品
安全４法に
よる立入
検査)

消防課 【自己評価】
販売事業者への立入検査を実施
し，販売業務が適切に行われて
いることの確認指導をしたことで，
消費者の安全確保に資することが
できた。
【課題と今後の対応等】
販売事業者に対する立入検査及
び指導監督を引き続き行う。
【今後の方向性】
維持継続

①

製品事故・
消費者事
故等の情
報提供

○産業保安関係の重大事故等が発生した場合は，県のホームページへの掲載によ
り，適切な情報提供を行う。

消防課

取組 事業内容　・　実施状況

○

情報提供 － － －

H28 H29 H30

【自己評価】
対象となる重大事故等の発生は
なかった。
【課題と今後の対応等】
産業保安関係の重大事故等が
発生した場合は，県ホームページ
へ「製品事故情報」として掲載を
行い，適切な情報提供を行う。
【今後の方向性】
維持継続

重点推進項目 1

【自己評価】
適切な情報提供に努めた。
【課題と今後の対応等】
県民にとって事故情報がよりわかり
やすいものとなるように，公表資料
の表現の仕方やホームページへの
掲載の方法について工夫し，見や
すいものとしていく。
【今後の方向性】
維持継続

重点推進項目

R01 R02

H28 H29 H30 R01 R02
101事業所

③

電気用品
販売事業
者への立
入検査等
（製品安全
４法による
立入検査）

【自己評価】
販売事業者への立入検査を実施
し，法に適合しない製品が販売さ
れていないことを確認したことで，
消費者の安全確保に資することが
できた。
【課題と今後の対応等】
販売事業者に対する立入検査及
び指導監督を引き続き行う。
【今後の方向性】
維持継続

消防課

【自己評価】
必要に応じて販売事業者への立
入検査を実施することとしている
が，必要がある事案の発生はな
かった。
【課題と今後の対応等】
一般消費者からの情報提供等，
必要に応じてガス用品販売事業
者への立入検査を行う。
【今後の方向性】
維持継続

④

消防課

H30 R01 R02

H28 H29 H30 R01 R02

H29

79事業所

○電気用品安全法に基づき，立入検査及び指導監督を実施した（市町村移譲
事務）。

立入検査実施件数

上記の情報提供 ○ ○

1

86事業所

41事業所 47事業所 56事業所立入検査実施件数



施
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推
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担当課等 自己評価等取組 事業内容　・　実施状況

・ 県（町村含む）の実施状況

※

（参考）市の実施状況

○貸金業法に基づき，立入検査や指導等を実施した。

・ 貸金業者立入検査の実施状況

・ 貸金業に関する苦情・相談受付状況

4店舗
1町

（大河原）

11店舗
1市

（仙台）

9件

35件

（

１
）

商
品
・
サ
ー

ビ
ス
の
安
全
の
確
保
と
各
種
窓
口
相
談
等
に
よ
る
情
報
提
供
の
充
実

１
　
消
費
生
活
の
安
全
・
安
心
の
確
保

2市
（仙台・角
田・大崎）

（仙台・大
崎）

立入検査実施店舗数（県・町村）

立入検査実施町村数 1町 1町 1町
（大河原） （大河原）

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の
整備に関する法律（平成23年法律第105号）」により，平成24年4月1日か
らは各市へ事務移譲

立入検査実施町村数

消費生活
用製品の
危険防止
に係る立
入検査等
（製品安全
４法による
立入検査）

4店舗 4店舗 4店舗
H28 H29 H30

立入検査実施店舗数

○消費生活用製品安全法に基づき立入検査や指導等の実施　(町村移譲事業)

（大河原）

27店舗
3市

（仙台・角
田・大崎）

28店舗 49店舗
3市

⑥
貸金業者
の指導監
督

⑤

【自己評価】
事業者に対する法令に基づく立入
検査を通じて，法に適合しない製
品が販売されていないことの確認
や対象品目に関する知識の啓発
が図られ，消費者の安全確保に
努めることができた。
【課題と今後の対応等】
同法に基づく立入検査は義務付
けされているものではないが，事業
者に対する意識啓発の側面があ
り，市町村における消費者の安全
確保の一助となるものである。未
実施の市町村にあっては，「人員
の不足」や「ノウハウがない」等が理
由と考えられることから，立入検査
を実施した市町村のノウハウ等を
共有することや，国関係機関
（東北経済産業局等）の助言を
受けて，実効性のある方策を検
討していく。
【今後の方向性】
維持継続

消費生活・
文化課

R01 R02

【自己評価】
立入検査においては，指摘事項
等があった事業者に対して適正な
改善を求め，貸金業者が法令等
を遵守した適正な業務運営を行う
よう指導し，苦情・相談において
は，必要に応じて警察や弁護士
への相談を勧めるなど，資金需要
者等の利益の保護に努めており，
消費生活の安全・安心の確保に
寄与している。
【課題と今後の対応等】
今後も貸金業者立入検査等を通
じて貸金業者の法令遵守を徹底
し，適正な業務運営を行うよう指
導・監督を続けていくとともに，資
金需要者等からの苦情・相談につ
いても適切に対応し，資金需要
者等の利益の保護に努めていく。
【今後の方向性】
維持継続

H28

商工金融課

立入検査実施件数 9件 10件

41件

H28 H29 H30 R01 R02
13件

苦情・相談受付件数
H28 H29 H30 R01 R02

24件 31件

H29 H30 R01 R02



施
策

推
進

担当課等 自己評価等取組 事業内容　・　実施状況

・ 食の安全安心消費者モニター制度事業

・ 食の安全安心取組宣言事業

・ 食の安全安心相互交流理解度アップ事業

・ 飲食店及び食品製造施設等の監視指導

（うち重点監視施設975件）
・ 食品等の収去検査

・ 消費生活相談

・ 薬事相談窓口の設置

・ 「薬と健康の週間」事業

※ 薬と健康の週間:10月17日～10月23日

7,686件
6,641件
1,045件

R01

R01H28

1,035人
4回
3回

469件

33件
6,213人

○医薬品について「くすりの相談室」を開設し相談等に対し助言・指導を行うほか，
「薬と健康の週間」に各地域で講演会や展示会等を開催し，医薬品の適正な使用
と取扱いについて正しい知識の普及啓発を図った。

（一社）宮城県薬剤師会薬事情報センター内に「くすりの相談室」を設け，
毎週火・金曜日に医薬品等の相談・苦情処理を行った。

26件 30件
約5,000人 約6,000人

薬と健康の週間に合わせて，各地域で講演会や展示会等を開催し，医薬品
等に関する正しい知識について普及啓発を行った。

H28
456件

開催イベント件数
参加人数

16件
約4,700人

（
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R02

監視指導延べ件数 18,790件 21,022件 28,833件

県民サービスセンター
内
訳

7,109件
5,991件
1,118件

7,207件 7,616件
6,094件 6,416件
1,113件 1,200件

H28 H29 H30

H30

⑨
医薬品の
安全の確
保

薬務課 【自己評価】
「くすりの相談窓口」では，毎年約
５００件の相談を受けており，県
民の薬に対する専門的な相談
に，きめ細かな対応をすることがで
きた。また，薬と健康の週間に関
連するイベントを実施し，毎年約
５，０００名参加しているほ
か，様々な活動により，広く県民
に薬の正しい知識に関して普及啓
発できた。
【課題と今後の対応等】
２０２５年には団塊の世代が７
５歳以上となり高齢化社会が加
速することから，県では地域包括
ケアシステムの構築を推進するなど
対策を講じている。薬の相談につ
いても，ますます需要が高くなるこ
とが想定されることから，当該事業
について県広報等を活用し，より
多くの方に利用してもらうために周
知を図る。
【今後の方向性】
維持継続

食と暮らしの
安全推進課

【自己評価】
みやぎ食の安全安心消費者モニ
ターが増加するなど，県民参加が
進捗した。飲食店及び食品製造
施設等に対し計画的に監視を実
施し，必要に応じて事業者に対し
衛生管理等について指導。特に大
規模食中毒の発生に繋がる施設
や，広域流通食品を製造・加工
する施設などを重点監視施設と定
めて監視を行った。また，県内の
流通食品（輸入食品を含む）を
対象に収去検査を行い，食品の
規格基準，残留農薬，添加物
等について検査し，不適切な食
品の流通を防止すると共に，事業
者に対して改善指導することで食
の安全確保に寄与した。
【課題と今後の対応等】
食の安全安心の確保に向けて，
継続的な施策の実施が必要であ
る。飲食店及び食品製造施設等
に対する監視指導，食品等の収
去検査についても継続的な実施を
要する。
【今後の方向性】

1,020人
3回 4回
3回 3回

取組宣言者数（生産者）
取組宣言者数（事業者）

39者
2,972者

39者 39者
3,003者 2,996者

H29

972人
H28 H29 H30 R01 R02

1,004人

⑧

消費者トラ
ブル等の
相談及び
情報提供

H28 H29 H30

2回
3回

R02

3回
15回

⑦
食の安全
安心の確
保

18回

モニターだよりの発行

39者
2,966者

3回
18回

18,191件

3,196件

R02

H28

R02H29 H30

相談受付件数 535件 588件

（うち重点監視施設1,007件）

収去検体数 3,179件 3,101件 2,248件

○県民からの消費生活相談に対応するため，消費生活相談窓口を設置し，苦情
や相談の処理・解決に努めた。

県相談機関受付件数
消費生活センター

消費生活・
文化課

【自己評価】
相談件数は昨年に引き続き増加
傾向（概ね７千件台）で推移し
ており，適切な処理及び解決に
努めた。
【課題と今後の対応等】
センター・オブ・センターズとしての機
能が求められており，経由相談等
による市町村相談窓口への更なる
支援を図る。
【今後の方向性】
維持継続

各地方振興
事務所県民
サービスセン
ター(仙台を
除く)

H28 H29 H30 R01 R02

R01

H29 H30 R01 R02

H28 H29 H30 R01 R02

R01

3回食の安全安心セミナーの開催

地方懇談会の開催
3回

14回

研修会の開催

○みやぎ食の安全安心県民総参加運動事業を通じて，食の安全安心の確保に努
めた。また，飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するため，食品営業施設
等に対する監視指導及び食品等の検査を実施した。

モニター登録数（年度末）
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策

推
進

担当課等 自己評価等取組 事業内容　・　実施状況

・ 耐震相談所開設

・ 住宅・宅地相談

・ 住宅相談窓口担当者等講習会

・

・

・ 宅地建物取引相談

※

○木造住宅等の耐震診断や耐震改修工事についての相談窓口を設置し，住まい
の耐震性等に関する支援を推進した。

開設期間 11か月

（
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相談会開催回数　 96回 63回 26回
（7市町） （3市町）

住宅に関する相談に適切に対応するため「住宅相談Ｑ＆Ａ」を作成し，併せて
住宅課のホームページに掲載することで，県民や民間事業者等が，直接担当
窓口へアプローチできるようにした。

相談窓口に来訪の上，相談を受けた件数。電話相談は年間約2,000件。

6件
R02

法令・その他の相談

住まいの
相談及び
情報提供

H28 H29

4件
10件

4件 3件
3件 3件
5件 1件

（8市町）

不動産取
引等の相
談及び情
報提供

H28 H29 H30 R01 R02

建築宅地課 【自己評価】
建築物の耐震リフォームに関する
相談窓口を設置することにより，
相談体制の充実が図られた。
【課題と今後の対応等】
県内には，耐震性が不十分と見
込まれる昭和56年以前に建築さ
れた木造住宅が多く存在するた
め，建築物の耐震性又は耐震化
に関して，不安や疑問のある県民
からの相談に適切に対応できるよ
う，引き続き建築の専門家による
相談窓口を設置する必要がある。
【今後の方向性】
維持継続

⑩

住まいの
耐震性等
に関する
支援

H28 H29 H30 R01 R02

相談受付件数

H28 H29 H30 R01 R02

27件 61件 37件

R02

参加者数
ー
ー

H28 H29 H30 R01 R02

⑪

約150件

開催回数

住宅課 【自己評価】
相談窓口を設け各種相談に応じ
たほか，ホームページの内容を更
新，充実し情報提供をした。
【課題と今後の対応等】
相談窓口における各種相談に応
じるため，多様化する住宅関連
制度等の情報を収集・整理し，
適切な回答や助言，情報提供
等ができるよう努める。
【今後の方向性】
維持継続

⑫

建築宅地課 【自己評価】
一般県民にとって一生で一番大き
な買い物（取引）である宅地・建
物の取得や，生活の基盤となる
宅地・建物の賃貸に関する相談に
対して，購入者等の利益を保護
する観点から，宅地建物取引業
法に照らし適切な助言を行うことが
できた。
【課題と今後の対応等】
令和2年4月施行の改正民法
（契約不適合責任等）関係の
問い合わせや相談も数多く寄せら
れることが見込まれ，これらの宅地
建物取引業法以外の相談につい
ては，日々多様化，複雑化して
いる宅地建物取引に関する相談
に適切に対応できるよう，研修会
への参加等により職員の相談対応
能力の向上に努めるとともに，事

1回

住宅相談Ｑ＆Ａの作成
ホームページ掲載

○
○

ー ー
ー ○

○宅地建物取引に関する相談窓口を開設し，消費者の契約や紛争などの相談を
行うとともに，県ホームページを活用して情報提供を行うなど，安全な不動産取引の
推進を図った。

取引に関する相談　
取引の紛争の相談　

○住宅・宅地相談窓口を設置し，住宅トラブルに関する相談や，新築住宅や住宅
リフォーム等の各種支援制度，⾧期優良住宅に関する相談などに対応したほか，市
町村職員等を対象とした住宅相談窓口担当者等講習会を開催し，リフォーム関連
施策や税制等について周知した。

1回
22人 28人

みやぎ復興住宅整備推進会議と独立行政法人住宅金融支援機構の共催によ
り，被災者の自力再建に関する相談会を開催した。

相談受付件数　 約300件 約100件
H30 R01

11か月
17件

5件
2件
2件

約230件

1回
15人

16回
（2市）

ー
○

11か月 11か月

H28 H29 H30 R01



施
策

推
進

担当課等 自己評価等取組 事業内容　・　実施状況

・ 広告表示等の監視・指導等

○家庭用品品質表示法に基づき立入検査や指導等を実施した。（町村移譲事務）

・ 県（町村含む）の実施状況

※

（参考）市の実施状況

・ 食品表示監視指導事業

・

・ 食品表示制度普及啓発事業

14回

3件

立入検査実施町村数
5店舗

1町

立入検査実施町村数
35店舗

3市
（仙台・角田・

大崎）

27店舗 51店舗
3市 2市

消費生活・
文化課

１
　
消
費
生
活
の
安
全
・
安
心
の
確
保

立入検査実施店舗数

立入検査実施店舗数（県・町村）

（大河原）

4店舗 4店舗
1町 1町

（大河原） （大河原）

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の
整備に関する法律（平成23年法律第105号）」により，平成24年4月1日か
らは各市へ事務移譲

（仙台・大
崎）

○景品表示法に基づき，事業者に対し，不当な表示及び景品類付き販売に関し
て寄せられた苦情等について調査等を行い，適宜指導を行うことにより，表示及び
景品提供の適正化を図った。

4店舗
1町

（大河原）

H28 H29

H29 H30
11店舗

1市
（仙台）

R02

H30 R01 R02
3件
0件4件

家庭用品
の品質表
示の適正
化

不当表示
及び不当
な景品類
付き販売
の適正化

（

２
）

商
品
・
サ
ー

ビ
ス
の
表
示
及
び
規
格
の
適
正
化
に
よ
る
選
択
の
機
会
の
確
保

①

消費生活・
文化課

【自己評価】
違反被疑事案に対する調査，指
導を適切に行うことにより，消費
者が商品・サービスを適切に選択
できる機会の確保に努めることがで
きた。
【課題と今後の対応等】
今後も相談員との情報共有を図
り，違反被疑事案の把握に努め
ていく。
【今後の方向性】
維持継続

食と暮らしの
安全推進課

【自己評価】
食品表示110番等により得られた
情報に基づく調査及び食品表示
ウォッチャーによる調査を踏まえた
改善指導や食品表示制度普及
啓発により食品表示の適正化を
推進することができた。
【課題と今後の対応等】
平成２７年４月１日に施行され
た食品表示基準の加工食品・添
加物に係る経過措置期間が令和
２年３月末で終了し，加工食品
の原料原産地表示制度の見直し
も行われたことから，引き続き国等
と連携しながら食品表示の監視指
導を行う。
【今後の方向性】
維持継続

③

○食品表示110番等により得られた情報に基づき，国や市町村と連携しながら，
事業者等に対し確認調査を行うなど，食品表示法や景品表示法に基づく監視指
導を行い，食品表示の適正化を図るほか，事業者及び消費者に対する，出前講
座の開催により食品表示に関する制度の普及啓発を図った。

　うち改善指導件数
調査件数 38件

H28 H29 H30 R01 R02

H28

H28

食品表示
の適正化

聴き取り等調査件数
　うち指導件数

10件
5件

12件 7件
1件

②

【自己評価】
事業者に対する法令に基づく立入
検査を通じて，法に適合しない品
質表示の家庭用品が販売されて
いないことの確認や対象品目に関
する知識の啓発が図られ，消費
者利益の保護に努めることができ
た。
【課題と今後の対応等】
同法に基づく立入検査は義務で
はないが，事業者に対する意識
啓発の側面があり，市町村におけ
る消費者利益の保護の一助とな
るものである。未実施の市町村に
あっては，「人員の不足」や「ノウハ
ウがない」等が理由と考えられること
から，立入検査を実施した市町
村のノウハウ等を共有することや，
国関係機関（東北経済産業局
等）の助言を受けて，実効性の
ある方策を検討していく。
【今後の方向性】
維持継続

（仙台・角田・
大崎）

出前講座・研修会等  11回 12回 10回

1,344件
16件

R01 R02

H28 H29 H30 R01 R02

H28 H29 H30 R01 R02

14件
12件 13件

H29 H30
45件
4件

1,359件
4件

7件 1件

食品表示ウォッチャー事業　（みやぎ食の安全安心消費者モニターの中から「食
品表示ウォッチャー」100人を委嘱）

モニタリング調査件数 
　うち改善指導件数

1,314件 1,364件
5件

R01



施
策

推
進

担当課等 自己評価等取組 事業内容　・　実施状況

・ 食品関連事業者等に対する相談・監視指導

・ 食品表示説明会

・ 「消費者向け栄養成分表示リーフレット」の作成

・ 再分析や温泉成分等の適正な掲示についての確認・指導

・ 温泉施設管理者を対象にした研修会の開催

470件
12件

36回
1,421人

○
R02

38件

－

（

２
）

商
品
・
サ
ー

ビ
ス
の
表
示
及
び
規
格
の
適
正
化
に
よ
る
選
択
の
機
会
の
確
保

１
　
消
費
生
活
の
安
全
・
安
心
の
確
保

10件 16件

研修会参加人数

○温泉法に基づく温泉利用施設への立入検査を実施し，再分析や温泉成分等の
適正な掲示について確認・指導を行った。

④

食品の栄
養や健康
に関する
表示の適
正化

健康推進課 【自己評価】
食品の栄養成分表示や健康の保
持増進効果等の虚偽・誇大広告
等について，各保健所及び健康
推進課において，事業者への相
談・指導や消費者への情報提供
等を行うことができた。また，平成
27年に施行された食品表示法に
ついては，事業者向け説明会等
の開催やリーフレットの配布等によ
り，広く周知を図ることができた。
【課題と今後の対応等】
加工食品の栄養成分表示の義
務化については経過措置期間
（令和2年3月31日まで）が終
了した。義務化への移行に際し食
品事業者からの相談件数が増加
し,内容についても複雑化してい
る。事例の蓄積と併せ,担当者の
法令等の理解を深め,引き続き食
品関連事業者からの相談や普及
啓発を行う。
【今後の方向性】
維持継続

⑤

温泉利用
施設の温
泉成分等
の掲示の
適正化

薬務課 【自己評価】
温泉利用施設管理者等に対し，
研修会等で再分析や温泉成分
等の適正な掲示について周知して
いるほか，定期的に温泉利用施
設に立入検査を実施し，温泉の
適正利用について指導することが
できた。
【課題と今後の対応等】
超高齢化が進み，健康維持の観
点から，県民が健康食品の摂取
や温泉療法など様々な健康管理
方法に興味を示している。しかしな
がら，誤った知識のもとでこれらの
行為が行われた場合，健康を害
する恐れがあるため，正しい知識
の普及啓発が必要である。このこと
から，今後も温泉利用施設管理
者等に対して，研修会や立入検
査を実施して，温泉の適正使用
を推進する。
【今後の方向性】
維持継続

○消費者へ適切な情報提供がなされるよう，事業者に対して栄養成分表示及び虚
偽・誇大広告について指導・監督・相談等を行うとともに，事業者及び一般県民に
対する普及啓発を行った。

H28 H29 H30 R01 R02

R01 R02

106人 －

説明会開催回数

相談件数
監視指導件数

146件
10件

203件 194件

H28 H29 H30

25件 38件

「温泉資源の保護に関するガイドライン（地熱発電関係）の一部改正に伴う
宮城県の対応」と「近年の温泉法に係る話題」について研修会で周知を図っ
た。

参加人数
24回

861人
24回 17回

877人 640人

－ － ○
H28 H29 H30 R01

立入検査実施件数 50件
H28 H29 H30 R01 R02

H28 H29 H30 R01 R02
－



施
策

推
進

担当課等 自己評価等取組 事業内容　・　実施状況

・ 特定計量器定期検査　（使用中の特定計量器について検査）

・ 特定計量器検定検査　（製造・修理された特定計量器及び基準器について検査）

・ 立入検査の実施

・ 不適正な取引行為を行った事業者への指導等

6,202個
60個

529個
29,812個

29か所

R02

4,321個

（

２
）

商
品
・
サ
ー

ビ
ス
の
表
示
及
び
規
格
の
適
正
化
に
よ
る
選
択
の
機
会
の
確
保

（

３
）

適
正
な
契
約
の
確
保

１
　
消
費
生
活
の
安
全
・
安
心
の
確
保

【自己評価】
検査機器の計画的な更新等によ
る業務の効率化を図り，申請され
た特定計量器検定検査の全数検
査を実施し，計量器の精度確保
に寄与できた。
【課題と今後の対応等】
検査精度維持のため，検査機器
を適宜更新する必要があることか
ら，更新計画に基づき適宜更新
する。また，タクシー車両の多様
化等により検査の方法も多岐にわ
たっていることから，それに対応でき
る職員の育成を図る必要がある。
よって，検査対象事業者及びその
検査周期等を正確に把握すること
により，効率的な実施計画を策
定する。
【今後の方向性】
維持継続

特定計量器

特定計量
器等及び
表示量目
の適正化

産業立地推
進課

7市9町
4,574個 4,174個
6市11町1村 7市9町

計量関係事業所

847個
59,754個

35か所

772個

⑥

【自己評価】
適切な情報提供に努めた。
【課題と今後の対応等】
対象によってより効果的な周知方
法を検討し，さらなる普及啓発を
図っていく。
【今後の方向性】
維持継続

重点推進項目

消費生活・
文化課

【自己評価】
消費者相談等から覚知した違反
被疑事案に対する調査を実施
し，不適正な取引行為が認めら
れた場合に必要な指導等を行うこ
とで，適正な取引行為等の確保
を図ることができた。
【課題と今後の対応等】
今後も相談員との情報共有による
連携を図り，行政指導等によって
適正な取引行為等の確保に努め
ていく。
【今後の方向性】
維持継続

消費生活・
文化課

検査数 (特定計量器)
検査数 (基準器)

6,952個
60個

6,445個 6,527個
77個 75個

○県内のスーパーや商店等を対象に，商品量目検査を実施し，表示量目の適正
化を図った。

○特定計量器（はかり，タクシーメーター等）の精度を公的に担保するため，事業
者が製造・修理した計量器及び商店，学校，薬局等で使用している計量器の検
定検査を実施した。

検査数
検査実施市町村数

4,086個

958個
174,056個 36,501個

29か所 31か所

不適正な
取引行為
の調査・指
導等

　うち行政処分 ー 1件 0件

1

①

消費生活
に関連す
る制度等
の普及啓
発

○消費生活に関連する各種制度の概要や改正状況等について，ホームページや情
報誌に掲載すること等により制度の普及啓発を図った。

情報提供 ○ ○ ○

○不適正な取引を行っているおそれがある事業者に対し，各種法令に基づき調査
等を実施し，必要に応じて指導等を行ったほか，関連情報の提供を行い，適正な
取引行為等の確保に努めた。

聴き取り等調査件数
　うち行政指導

6件
ー

6件 8件

②
1件 4件

R02

○
R02

8件
0件
0件

R01

H28 H29 H30 R01

商品量目

H28 H29 H30 R01 R02

H28 H29 H30 R01 R02

6市11町1村

H28 H29 H30 R01

H28 H29 H30



施
策

推
進

担当課等 自己評価等取組 事業内容　・　実施状況

・ 成年後見制度に関する研修会の開催

・

・ 県内の石油製品価格状況の情報提供

・ 石油製品の価格安定等に関する要請の実施

・ 関係法令に基づく措置

（

３
）

適
正
な
契
約
の
確
保

１
　
消
費
生
活
の
安
全
・
安
心
の
確
保

消費生活・
文化課

【自己評価】
資源エネルギー庁が調査する石油
製品価格及び宮城県生協連が
実施する灯油モニター調査価格等
の情報収集を行うとともに，ホーム
ページに掲載し，灯油，ガソリ
ン，軽油価格動向の情報提供に
努めた。また，石油製品の適正価
格と安定供給のため石油元売業
者等への協力要請を実施した。
【課題と今後の対応等】
生活に関わる関心の高い情報で
あるため，引き続き定期的な情報
収集を行うとともに情報提供を実
施していく。
【今後の方向性】
維持継続

○「仙台市消費者物価指数」をホームページ等により毎月公表し，適切な情報提
供に努めた。なお，年報は2月，年度報は5月に公表した。

統計課 【自己評価】
適切な情報提供に努めた。
【課題と今後の対応等】
県民にとって消費者物価指数がよ
り分かりやすいものとなるように，公
表資料やホームページの表現等を
ついて工夫し，見やすいものとして
いく。
【今後の方向性】
維持継続

○消費生活に関連が深く，価格の変動が激しい石油製品の価格状況をホームペー
ジに掲載し，毎週更新することにより常時，情報を提供した。

消費生活・
文化課

【自己評価】
資源エネルギー庁が調査する石油
製品価格及び宮城県生協連が
実施する灯油モニター調査価格を
ホームページに掲載し，灯油，ガ
ソリン，軽油価格動向の情報提
供に努めた。
【課題と今後の対応等】
生活に関わる関心の高い情報で
あるため，引き続き情報提供を実
施する。
【今後の方向性】
維持継続

【自己評価】
「成年後見制度の利用促進に関
する法律」及び「成年後見制度利
用促進基本計画」に基づき，関
係機関との情報共有や課題整理
を行い，市町村の体制整備を支
援した。
【課題と今後の対応等】
今後，認知症高齢者等の増加に
伴い，成年後見制度の利用ニー
ズは拡大すると考えられる。関係
機関と連携しながら，市町村の体
制整備を支援し，成年後援制度
の適切な利用が図られるように取
り組む必要がある。
【今後の方向性】
拡充

重点推進項目 1 2

○地域包括支援センターを中心に，地域に住む高齢者の見守り体制の構築や消
費者被害に関する情報の提供，成年後見制度の活用促進を図った。

⾧寿社会政
策課

開催回数

　うち成年後見制度に関わる相談件数

24件
6件

19件 32件
3件 3件

○県内の石油製品の価格動向等についての情報収集を行い，価格の安定と円滑
な供給について関係機関及び事業者等に対し，要請を行った。なお，異常な物価
高騰や買い占め・売り惜しみなどが行われるおそれがある場合には，関係法令に基づ
いて必要な措置を講じることとしている。

情報収集及び情報提供

H28

H30 R02

R01 R02

－
－

51件③
成年後見
制度等の
普及等

（

４
）

生
活
関
連
物
資
の
安
定
供
給

①

生活関連
物資の価
格調査及
び物価情
報の提供

消費者物
価指数等
の情報提
供

②

8件

受講者数
2回

175人
1回 ー

121人 ー

高齢者虐待対策機能強化事業　（相談受付窓口:特定非営利活動法人宮
城福祉オンブズネットエールへの委託事業)

相談受付件数

H29 H30 R01 R02

H28 H29 H30

情報提供 ○ ○ ○

H28 H29 H30 R01

措置の実施 ー ー ー

H28 H29 H30 R01

－

○

要請日

○ ○

宮城県石油商業協同組合，宮城県石油商業組合及び各石油元売会社に
協力を要請した。

情報提供 ○

H28.11.25 H29.11.22 H30.11.22

○

H30 R01 R02

H28 H29 H30 R01 R02

R01H28

○

R1.11.22

R02

H28 H29
○

R02

H29

○ ○



施
策

推
進

担当課等 自己評価等取組 事業内容　・　実施状況

・

・

（ファミリーマート，ローソン，セブンイレブンジャパン）

・

・

○消費生活協同組合法に基づき，指導検査を実施した。

消費生活協同組合への指導検査実施

・ 東北経済産業局との合同立入検査

※

消費生活・
文化課

【自己評価】
東日本大震災以降は，応急生
活物資供給の実績はないが，総
合防災訓練において，宮城県生
協連の参加協力を得ながら訓練
にあたっており，災害時の対応に
備えている。
【課題と今後の対応等】
災害時の物資供給は必要不可
欠であるため，協定を維持していく
とともに，訓練等で協力体制の確
認を行っていく。
【今後の方向性】
維持継続

物資要請にかかる図上訓練　（6.12総合防災訓練）

○災害に乗じた異常な物価高騰や買い占め・売り惜しみなどが行なわれるおそれがあ
る場合などには，関係法律に基づいて必要な措置をとる。

（

５
）

所
掌
す
る
団
体
・
事
業
者
等
へ
の
適
切
な
指
導
監
督

①

消費生活
協同組合
の指導監
督

【自己評価】
生協法に基づき生協に対する指
導検査を実施し，法令等の遵守
を図らせるとともに，運営状況，
会計状況等について検査及び指
導することができた。
【課題と今後の対応等】
生協事業の健全な運営と組合員
の保護を図るため，生協に対する
指導検査を引き続き行う。
【今後の方向性】
維持継続

（

４
）

生
活
関
連
物
資
の
安
定
供
給

③

災害時に
おける物
資供給及
び物価監
視等

○災害時における物資の供給について，提携事業者(コンビニエンスストア)との協定
に基づき，連携して被災地への物資供給に努めた。

食産業振興
課

【自己評価】
非常時に備え，提携事業者（コ
ンビニエンスストア３社）と連絡体
制を確認した。
【課題と今後の対応等】
引き続き，災害時に備えた連絡
体制を確認するとともに，災害時
には協定に基づき，連携して物資
供給を行う。
【今後の方向性】
維持継続

○災害時における物資の供給について，提携事業者(宮城県生活協同組合連合
会)との協定に基づき，連携して被災地への物資供給を行う。

消費生活・
文化課

消費生活・
文化課

【自己評価】
東北経済産業局と連携し合同で
実施することにより，法に基づく適
正な事業運営を指導することがで
きた。
【課題と今後の対応等】
今後も連携による情報交換・情報
共有に努めていく。
【今後の方向性】
維持継続

災害時における応急生活物資（食料品，飲料水，日用品，衣類等）の

－ － －

年度末現在の提携事業者数

R02

R01

おにぎり，菓子パン，カップ麺，果物　など
ミネラルウォーター，お茶，ジュース　など
毛布，タオルケット，乾電池，歯ブラシ，紙オムツ　など

肌着，靴下，セーター　など

食料品
飲料水
日用品
衣類等

②
割賦販売
事業者の
指導監督

１
　
消
費
生
活
の
安
全
・
安
心
の
確
保

H28 H29

ー

R02

○

R02

非常時に備えた連絡体制の確認 ○ ○ ○
H28 H29 H30 R01

措置の実施

5組合

ー ー

○東北経済産業局との連携により，割賦販売法に基づく立入検査を実施し，割賦
販売等に係る取引の公正化及び消費者等の利益の保護を図る。

6組合

H28 H29

6組合

R02

立入検査 ー ー 1事業者
適正な事業運営を確認するための検査であり，悪質事業者に対する立入検査とは異なる。

○

－

6組合

2事業者

H30 R01

防災訓練の実施 ○ ○

H28 H29

○
3社

供給実績

H28 H29 H30 R01 R02

H30 R01 R02

H28 H29 H30

R01

指導検査実施件数

3社

H30

3社 3社

○



施
策

推
進

担当課等 自己評価等取組 事業内容　・　実施状況

・ 各種会議等での意見交換・情報交換

※

・ 調査依頼及び調査協力による情報共有

○

・

・ 会議の開催等による情報共有及び連携

※

・ 宮城県コンシューマー・サービスリーダー会議(CSL)との連携

・ 公正取引協議会への支援・協力

・ 来所した事業者に対するセンターからの助言

H30 R01 R02

〇

〇

R1.11.20

R1.11.15

40事業者

○

○ ○ 〇 〇
R02H28 H29 H30

H30 R01 R02

H28 H29

１
　
消
費
生
活
の
安
全
・
安
心
の
確
保

（

６
）

関
係
機
関
及
び
各
種
団
体
と
の
連
携
・
協
力

①

国，他の
都道府県,
市町村，
警察本部
との連携

②

事業者及
び事業者
団体の自
主的な取
組への支
援

○事業者や事業者団体が自ら実施する消費者の信頼を確保するための取組等に
対して適切な支援・協力を行った。

重点推進項目 1 2 3

県警との情報の共有化を図り，振り込め詐欺等の高齢者を狙った悪質事業者
からの被害の拡大防止に努めた。

会議の開催

○ ○

H29.5.29 H30.5.28

H29.11.15 H30.11.21

H29.2.22

H29.11.21 H30.11.20

H29.10.5

事業者数

H28 H29

消費生活・
文化課

【自己評価】
随時情報交換を行うとともに，会
議の開催により情報共有を行うこ
とができた。また，各種公正取引
協議会の取組に対しても支援・協
力を行うことができた。
【課題と今後の対応等】
今後も連携による情報交換・情報
共有に努めていくとともに，取組に
対する支援・協力を行っていく。
【今後の方向性】
維持継続公正取引協議会北海道・東

北ブロック連絡会議

消費生活・
文化課

【自己評価】
消費者庁主催の会議をはじめとし
た各種会議等に出席し，情報収
集を行った。同時に国及び他県と
の情報交換により，他県の取組
みなど，参考とするべき事項の把
握に努め，活用することができた。
また，県警及び市町村とも必要に
応じて随時情報交換を行うととも
に，会議の開催により情報共有を
行うことができた。
【課題と今後の対応等】
今後も情報収集，情報交換の場
を大切にするとともに，各関係機
関との連携を図っていく。
【今後の方向性】
維持継続

○悪質な事業者及び違法な貸金業者（いわゆる「ヤミ金融」）等に関する情報交
換を随時行い，情報共有化等の連携により対応を図った。

重点推進項目 1 2 3

○

○ ○ ○
宮城県多重債務問題対策会議（ヤミ金融対策を含む），宮城県消費者行
政推進会議，市町村消費者行政担当課⾧会議など

総会 
意見交換会

各地方振興
事務所県民
サービスセン
ター(仙台を
除く)

都道府県等消費者行政担当課⾧会議，１６大都道府県消費者行
政担当課⾧会議，全国消費生活センター所⾧会議，消費者行政ブ
ロック会議など

H30 R01 R02

主な出席会議等

46事業者 86事業者 68事業者

家電公取協「正しい表示店
頭キャンペーン」支援・協力

H28.11.21

○ ○ ○

H28.6.29

H29.1.26

H28 H29

H28 H29 H30 R01 R02

H30.11.20

○各種会議に出席するなど，国や他の都道府県と，適宜意見交換・情報交換を
行うとともに，随時，調査の協力等による情報提供，情報収集などの連携を図っ
た。

H28 H29 H30 R01 R02

H28 H29 H30 R01 R02

R1.6.6

R1.12.11

R01



２　自立した消費者の育成

※別添「宮城県消費者教育推進計画　実施状況」に掲載

３　消費者被害の防止と救済

施
策

推
進

担当課等 自己評価等

・ 研修機会の確保

・ 法律相談会等の開催

   

・ 消費生活相談員研修会（一泊）の開催

・ 市町村消費生活相談員等レベルアップ研修会の開催

・ 法律相談会

・ 消費生活相談アドバイザー弁護士制度相談会の開催（市町村分）　

110人

4回
78人

74件

３
　
消
費
者
被
害
の
防
止
と
救
済

（

１
）

消
費
生
活
相
談
体
制
及
び
相
談
機
能
の
充
実

①

県消費生
活センター
等におけ
る相談対
応機能の
向上

消費生活・
文化課

【自己評価】
相談業務に役立てることができる
内容の講義や，弁護士による事
例の検討会等の相談員の相談対
応資質向上を目的とした研修会
を継続的に開催した。
【課題と今後の対応等】
相談内容は年々多様化・深刻化
してきており，今後も継続的な資
質向上を図る必要がある。またアド
バイザー弁護士制度の事例蓄積
が進んでおり，その活用を図ってい
く。
【今後の方向性】
維持継続

開催回数
受講者数

4回

各地方振興
事務所県民
サービスセン
ター(仙台を
除く)

4回

6回

消費生活・
文化課

消費生活相談アドバイザー弁護
士制度相談件数（県分）

6回
4回

24件

6回
4回

【自己評価】
市町村相談員を対象に，相談業
務に役立てることができる内容の
講義や，弁護士による事例の検
討会等の相談員の相談対応資
質向上を目的とした研修会を継
続的に開催した。
【課題と今後の対応等】
相談内容は年々多様化・深刻化
してきており，今後も継続的な資
質向上を図る必要がある。またアド
バイザー弁護士制度の事例蓄積
が進んでおり，その活用を図ってい
く。
【今後の方向性】
維持継続

○市町村の消費生活相談対応機能の向上を図るため，相談員等を対象とした研
修会や法律相談会等を開催した。

開催日

受講者数

3回

5回
3回

14件

R1.9.5
～R1.9.6

42人

3回

重点推進項目 1 2 3

41人 46人 47人

各地方振興
事務所県民
サービスセン
ター(仙台を
除く)

H28.9.1
～H28.9.2

H29.9.7 H30.9.6
～H29.9.8 ～H30.9.7

開催回数 4回 4回 4回

4回 4回
138人 137人

R01

4回

16件 18件

132人

取組 事業内容　・　実施状況

○相談対応機能の向上を図るため，県の消費生活相談員等の研修機会を確保す
るとともに，解決が困難な事例及び法律上の判断が必要な事例について，定期的
に弁護士等を講師とした法律相談会等を開催した。

レベルアップ研修会 4回 4回

法律相談会の開催

②

市町村の
消費生活
相談員の
相談対応
機能の向
上支援

消費生活問題研究会の開催

受講者数 77人 82人 74人

81件 70件 74件相談件数（市町村分）　

R01 R02

H28 H29 H30

H28 H29 H30 R01 R02

H28 H29 H30 R01 R02

H28 H29 H30 R01 R02

H28 H29 H30

R02

H28 H29 H30 R01 R02



施
策

推
進

担当課等 自己評価等取組 事業内容　・　実施状況

・ 常時，県のホームページに最新情報を掲載し，情報の提供を行った。

・

・ 各種啓発用リーフレットの作成・配布

・ 新聞等への記事掲載，テレビ・ラジオ等での広報

・ 各種啓発用品の作成

15回
15回

R1.11.11
～R2.2.7

1回
1回
7回

ー
ー
ー
ー
ー

500枚
ー

1,000個

4回
4回
1回
1回
1回
0回

80回
10回
2回

ー

ー
ー
ー
ー
ー
ー
○

〇

76か所
92か所
H31.4

～R2.3

61,000部

4種類
25,000部

16,000部

17,000部

ー

3,000部

ー

R01

消費生活・
文化課

【自己評価】
様々な媒体を通して積極的な情
報提供等による啓発活動を行っ
た。
【課題と今後の対応等】
対象によって，より効果的な周知
方法を検討し，さらなる普及啓発
を図っていく。
【今後の方向性】
維持継続

○独立行政法人国民生活センターが運用する「見守り新鮮情報」等を活用して，
県のホームページへの情報の掲載等を迅速に行うことにより，積極的に情報を提供す
ることで，消費者被害の未然防止を図った。 各地方振興

事務所県民
サービスセン
ター(仙台を
除く)

情報提供 ○ ○ ○

毎月１回，情報誌「みやぎの消費生活情報」を作成・配布するとともに，地域
包括支援センターと訪問介護事業所にメール配信した。

地域包括支援センター

３
　
消
費
者
被
害
の
防
止
と
救
済

（

２
）

消
費
者
被
害
の
未
然
防
止

①

各種媒体
を活用した
消費者トラ
ブル等の
情報提供

H28.11.14 H29.11.13 H30.11.5

広報課Facebook

メール配信期間

60か所 60か所 65か所
99か所 94か所 98か所

H28.4 H29.4 H30.4
訪問介護事業所

30,000部 30,000部

20,000部 18,000部

1回 1回
ー ー 1回

ー 14,000部

3,000部 ー

4種類
30,000部

20,000部

14,000部

～H29.3

7回

ー

1回 3回 2回

0回 0回

朝日新聞 － ー

85,000部 87,000部 80,500部

5種類 5種類

20,000部 20,000部 18,500部

○各種啓発用リーフレットの作成・配布や新聞等への積極的な情報提供等により啓
発を行い，消費者被害の未然防止を図った。

1,000部

作成・配布総数
リーフレット作成種類

「知っておこう!これだけは」

いきいきライフみやぎ 1回 1回 1回

内
 
訳

「知っておこう!消費生活知識」

｢みんな消費者!｣
「知っておこう!消費者トラブル」

「見守りワークブック」

「架空請求に注意!」

H28 H29 H30

3回

～H31.3.1

22回 16回
NHKデータ放送

河北新報

1回 1回

1回 ー 3回
1回 ー 1回

9回 44回 69回
2回 79回 63回

くらしWatching 1回

ー

1回 ー ー
ー 1回 1回

2回 2回 1回
1回

ー 85,000個

1,000個 ー ー
1,500本 ー

啓発用封筒
ー

5,000枚 ー 10,000枚

啓発用メモ帳
啓発用絆創膏

4回

14,000部 ー

ー ー 1回
○
○ ○ ー

ーー

28回
22回 17回 28回

～H29.3.4 ～H30.3.3

県政だより
河北情報誌　週刊オーレ

ぱど
COOP Calendar

ー

河北新報夕刊
読売新聞
毎日新聞

大崎タイムス
広報わたり
広報けせんぬま

500枚 500枚
ー 1,000個 ー

1,000個ー ー

3回 4回 4回
21回 19回 9回宮城県ラジオ放送

H28.5.3 H29.5.2
～H28.5.31

広報多賀城
広報しかま
ミヤギテレビデータ放送

啓発用ティッシュ
啓発用ウェットティッシュ
啓発用ボールペン

Koboパーク宮城内電
光掲示板CM

宮城県メールマガジン「メルマガみやぎ」

AM放送回数

FM放送回数

放送期間

啓発用パネル
啓発用カードルーペ

ラジオCM

ー 1枚 1枚

H28 H29 H30 R02

H28 H29 H30 R01 R02

H28 H29 H30 R01 R02

～H30.3 ～H31.3

～H29.5.31

3回 3回 4回

80,000個

R01 R02

H28 H29 H30 R01 R02

－ 1回
産経新聞 － ー － 1回

R1.5.8
～R1.5.26

－
－



施
策

推
進

担当課等 自己評価等取組 事業内容　・　実施状況

3重点推進項目 1 2



施
策

推
進

担当課等 自己評価等取組 事業内容　・　実施状況

・ 出前講座の開催
県消費生活センター実施分

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/

/

/

/

/

/

各県民サービスセンター実施分

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/ / /

/

/

/

/

/

/

13回

859人
R1.12.17
～12.20

4回
1回

(金融広報
委員会)

３
　
消
費
者
被
害
の
防
止
と
救
済

（

２
）

消
費
者
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の
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防
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②
展示会で
の啓発

○パネル展を開催し，消費生活に関するパネルを展示することで，時代に対応した
身近な消費生活に関する情報を提供し，消費者被害の未然防止を図った。

消費生活・
文化課

【自己評価】
県庁や青葉通りなど人通りの多い
所でパネル展示を行うことにより，
多様な層への啓発を行うことができ
た。
消費生活展では，消費生活に興
味を持ってもらえる展示内容や消
費生活講座になるよう心がけた。ク
イズラリーを実施することで，隅々
まで展示を見てもらう工夫をした。
アンケートでは役に立つ内容だった
と高い評価を得ることができた。
【課題と今後の対応等】
展示の機会を増やし，より多くの
県民の目に触れるようにするととも
に，啓発物の貸出を行っているこ
とをさらに周知し，各自治体や団
体の啓発活動に寄与する。
消費生活展では，来場者数や消
費生活講座の参加者を更に増や
すため広報・宣伝を強化する必要
がある。
【今後の方向性】
維持継続

開催回数/受講者数

内
　
訳

開催回数/受講者数

福祉関係者対象
22回 768人 26回高齢者対象

来場者数

開催期間

宮城県金融広報委員会と共催し，「社会をみつめて賢い消費者に!～消費生
活とお金の生かし方を考えましょう～」をテーマに掲げ，パネル展示や消費生活講
座，消費生活相談等を行った。

ビデオ・DVDの貸し出し

重点推進項目 1 2 3

【自己評価】
相談員等が講師となり，センター
に寄せられている相談事例や注意
する点等について，寸劇等を取り
入れながら対象ごとに内容を調整
し注意喚起した。
【課題と今後の対応等】
相談員のみによる実施には限界が
あり，啓発活動を行える人材の育
成が求められている。
【今後の方向性】
維持継続

③
講演会，
出前講座
の開催

1,455人

9回 596人 7回 355人 6回 318

1回 100人 2回

内
　
訳

○幅広い年代を対象として，出前講座を積極的に開催し，消費者被害の意識啓
発を図った。

55人

38回 979人

各地方振興
事務所県民
サービスセン
ター(仙台を
除く)

消費生活・
文化課

各地方振興
事務所県民
サービスセン
ター(仙台を
除く)

43回 2,256人

982人 914人 943人
H29.1.24 H30.3.6 H30.12.18

1,837人 7回 1,651人

52回 3,445人 58回 3,893人

846人 34回
9回

～1.27 ～3.9 ～12.21

31回 21回 14回

パネル展示
パネルの貸し出し

4回 4回 4回
1回 0回 1回

若者対象
開催回数/受講者数

一般対象
事業者・団体対象

○消費生活講座や消費生活相談，パネル展示など消費生活に役立つ内容を集約
した消費生活展を開催し，消費者被害の未然防止を図った。

8回 737人

H28

180人 0回 0人
3回 8回 227人 11回

高齢者対象 35回 939人

内
　
訳

若者対象 8回 816人
高齢者対象

開催回数/受講者数 66回 3,106人

福祉関係者対象 6回
一般対象 11回 857人

335人

89回 3,030人

事業者・団体対象 3回 119人

1,167人

高齢者対象 36回 917人 36回 1,135人 45回 1,164人

若者対象 9回 1,589人 19回 804人 23回

一般対象 9回 160人 14回 243人 11回 363人
福祉関係者対象 6回 163人 9回 218人 9回

事業者・団体対象 ー ー 1回 14人 1回

R01 R02

一般対象 16回 392人

内
　
訳

若者対象 21回 1,146人

福祉関係者対象 5回 236人

事業者・団体対象 － ー

317人

R01 R02

H28 H29 H30

469

H29 H30 R01 R02

H28 H29 H30

H28 H29 H30 R01 R02

19人

77回 2,713人

60回 1,829人 79回 2,414人
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推
進

担当課等 自己評価等取組 事業内容　・　実施状況

※

・ 相談窓口（社会福祉法人宮城県社会福祉協議会への委託事業）

※ ①一般相談（家庭や日常生活の心配事，悩み事など）
②専門相談（法律関係，認知症を含む医療・健康など）

（うち巡回相談（涌谷町，丸森町，加美町））

・ 成年後見制度に関する研修会の開催

・

・ 高齢者権利擁護講演会の開催

・

・ 高齢者権利擁護推進研修の開催

・ 県高齢者虐待対策担当者会議の開催

開催回数 1回 ー ー

3回 2回

うち成年後見制度に
関わる相談件数

6件 3件 3件 8件

⾧寿社会政
策課

開催回数
受講者数

2回
175人

1回 ー －
121人 ー －

○地域包括支援センターを中心に，地域に住む高齢者の見守り体制の構築や消
費者被害に関する情報の提供，成年後見制度の活用促進を図った。

⾧寿社会政
策課

28件 19件

地域の見
守り体制
の構築等
【再掲】

○高齢者や障害者の権利擁護を行っている団体と連携し，権利擁護に関する相談
対応，普及活動を実施した。
○福祉団体等と連携し，地域の高齢者の見守り体制の構築，消費者被害の情報
提供及び市町村への支援を行った。
○被災者支援業務の従事者を対象に消費者教育に関する研修等を実施し，仮設
住宅や公営住宅に居住する被災者の支援を行った。

詳細については，別添「宮城県消費者教育推進計画　実施状況「第１節　２地域での取
組」」を参照

3

重点推進項目 1

1,886件

重点推進項目 1 2 3

⾧寿社会政
策課

【自己評価】
高齢者及びその家族の相談窓口
として，関係機関との情報交換や
広報活動を行い，県内全域をカ
バーするセーフティネットの役割を
担った。
【課題と今後の対応等】
市町村への地域包括支援セン
ターの設置が進み，市町村におけ
る高齢者の相談や支援体制が構
築されたことから，県が相談窓口
を設置する必要性は薄れてきてい
ると考えられる。
【今後の方向性】
廃止

①

社会福祉課
⾧寿社会政
策課
障害福祉課
生活安全企
画課

重点推進項目 1 2

相談受付件数
①一般相談
②専門相談
　（うち巡回相談）

1,643件 1,636件

内
訳

1,926件 2,370件
1,210件 1,200件 1,440件

○講話の実施や家宅訪問，関係機関と連携した広報活動をとおして特殊詐欺被
害の抑止を図った。

40件

○高齢者及びその家族が抱える医療，法律，保健・介護等に関する心配ごとや悩
みごとなどの専門相談を実施し，県内全域をカバーするセーフティネットとしての役割を
担うことにより，高齢者及びその家族の福祉の増進を図った。
　　※社会福祉法人宮城県社会福祉協議会への委託事業

高齢者虐待対策機能強化事業　（相談受付窓口:特定非営利活動法人宮
城福祉オンブズネットエールへの委託事業)

相談受付件数 24件 19件 32件 51件
④

高齢者の
権利の擁
護

R01 R02

H28 H29 H30 R01 R02

H28 H29 H30 R01 R02

H29 H30 R01 R02

H28 H29 H30

344人 352人

開催回数 2回 2回

③

成年後見
制度等の
普及等【再
掲】

高齢者虐待対策機能強化事業　（相談受付窓口:特定非営利活動法人宮
城福祉オンブズネットエールへの委託事業)

相談受付件数 24件 19件 32件 51件

27件

2 3

H28 H29 H30

３
　
消
費
者
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害
の
防
止
と
救
済

（

３
）

消
費
生
活
上
特
に
配
慮
を
必
要
と
す
る
消
費
者
へ
の
支
援

433件 436件 486件 484件

R01 R02

H28 H29 H30 R01 R02

H28

②

高齢者の
日常生活
等の悩み
に対する
相談機能
の充実

【自己評価】
虐待相談窓口の運営（委託）に
より，市町村の高齢者虐待対応
を支援することができた。また，高
齢者権利擁護研修を通して，権
利擁護に関する幅広い取組を推
進した。
【課題と今後の対応等】
虐待は高齢者の権利が脅かされ
る状況であり，迅速な対応が求め
られる。早期発見・早期対応のた
めに，関係機関とのネットワーク構
築及び連携体制の強化，市町
村職員等に対する支援などの取
組が必要である。
【今後の方向性】
維持継続

重点推進項目 1 2 3

【自己評価】
「成年後見制度の利用促進に関
する法律」及び「成年後見制度利
用促進基本計画」に基づき，関
係機関との情報共有や課題整理
を行い，市町村の体制整備を支
援した。
【課題と今後の対応等】
今後，認知症高齢者等の増加に
伴い，成年後見制度の利用ニー
ズは拡大すると考えられる。関係
機関と連携しながら，市町村の体
制整備を支援し，成年後援制度
の適切な利用が図られるように取
り組む必要がある。
【今後の方向性】
拡充

○高齢者権利擁護講演会の開催等を通じて関係者等への啓発を行うほか，相談
窓口を開設するなど高齢者の虐待防止及び権利擁護の促進を図った。

開催回数 3回 3回 3回 4回
参加人数 290人 328人

H28 H29 H30 R01 R02
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推
進

担当課等 自己評価等取組 事業内容　・　実施状況

・ 相談窓口（社会福祉法人宮城県身体障害者福祉協会への委託）

 

※

・ 心の健康相談電話

・ 県相談機関関係分　(消費生活センター及び県民サービスセンター)

・ 条例の規定に違反する事業者等に措置をとるよう求める申出

○障害者の権利の擁護に係る相談等に対応するための常設相談窓口を設置し，
必要に応じて専門機関等との連携を図った。

相談件数 808件 780件 1,180件 1,048件

2,696件 2,893件 2,449件

【自己評価】
年間286日開設し，1,048件の
相談電話があった。今年度は，生
活に関する不安等のほか，台風
被害や新型コロナウイルス感染症
などによる不安解消のため，繰り
返し電話される方もおり，昨年度
と同様に相談実績が1,000件を
超えている。相談者からの求めに
応じて，地域の相談窓口や専門
機関を紹介するなど，十分な対
応ができた。
【課題と今後の対応等】
担当障害以外での相談も多く寄
せられているので，専門機関と連
携を図りながら様々な障害への理
解や福祉制度についての研修会を
行い，相談員の資質向上に努
め，相談体制を一層強化してい
く。
【今後の方向性】
維持継続

稼働日数 週6日 週6日 週6日 週6日
相談日:日・月曜日（精神障害者），水・木曜日（身体障害者），金・土
曜日（知的障害者）

○精神保健福祉センター内に心の健康相談電話を設置して，県民の精神的健康
の保持増進を図った。

2 3重点推進項目 1

障害福祉課

【自己評価】
毎年2,500件を超える相談が寄
せられており，相談窓口として広く
県民に認知されており，県民の精
神的健康の保持増進に寄与する
ことが出来ている。
【課題と今後の対応等】
様々な心の問題を抱える方の増
加が依然として懸念されることか
ら，引き続き電話相談窓口を設
置し，県民の精神的健康の保持
増進に努める。
【今後の方向性】
維持継続

精神保健推
進室

相談件数 3,213件

来所予約 ー ー ３件 0件

2,709件 2,911件 2,473件
医療機関紹介 23件 3件 2件 6件

R01 R02

助言指導 3,080件

（

３
）

消
費
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活
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特
に
配
慮
を
必
要
と
す
る
消
費
者
へ
の
支
援

⑤
障害者の
権利の擁
護

消費生活・
文化課

（

４
）
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費
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被
害
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拡
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被
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者
の
救
済

３
　
消
費
者
被
害
の
防
止
と
救
済

①

消費者か
らの苦情
に対する
調査・助
言・あっせ
ん及び専
門機関の
紹介等

重点推進項目 1 2 3

②

条例第４１
条の申出
に対する
対応

消費生活・
文化課

H28 H29 H30 R01 R02

H28 H29 H30

⑥

心の健康
問題に関
する相談
支援

関係機関紹介内
訳

110件 10件 13件 18件

H28

【自己評価】
申出に至る事案はなかった。相談
内容・件数の多い事案については
職権で調査を行っていることや，
特定商取引法など条例以外の事
案として取り扱われる場合が多いこ
とも理由のひとつと考えられる。
【課題と今後の対応等】
違反性の高い相談については，
早期に法執行担当者に情報提供
がなされるよう，今後とも相談員と
の連携を図りつつ対処していく。
【今後の方向性】
維持継続

○条例第41条に基づく県民からの申出に対して，必要な措置を講じる。

申請受理件数 ー ー ー ー

【自己評価】
高齢者や自主的に事業者と交渉
することが困難な相談者をあっせん
するなど，各相談の適切な対応に
取り組んだ。
【課題と今後の対応等】
今後も高齢者や自主的に事業者
と交渉することが困難な相談者の
相談は増えていくと予想される。適
切な対応が求められている。
【今後の方向性】
維持継続

相談受付件数 7,109件 7,207件 7,616件 7,686件
　うちあっせん件数 256件 275件 231件 287件

各地方振興
事務所県民
サービスセン
ター(仙台を
除く)

H28 H29 H30 R01 R02

○消費者から相談窓口に寄せられた苦情・相談等に対して，適切な助言やあっせん
等を行った。また，専門的な対応が必要な事案については，専門機関の紹介又は
仲介を行った。

H29 H30 R01 R02
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担当課等 自己評価等取組 事業内容　・　実施状況

・ 不適正な取引行為を行った事業者への指導等

・ 依頼先，件数

・ 「多重債務者相談マニュアル～宮城版～」に基づいた相談処理の実施

・ 多重債務無料相談会の実施

一斉相談会

・ 宮城県多重債務問題対策会議の開催 （ヤミ金融対策を含む）

・

３
　
消
費
者
被
害
の
防
止
と
救
済

○ × ○ ○
H28 H29 H30 R01 R02

一級建築士 ー ー ー ー

開催場所 県庁及び各合同庁
舎（仙台を除く）

不適正な
取引行為
の調査・指
導等【再
掲】

○不適正な取引を行っているおそれがある事業者に対し，各種法令に基づき調査
等を実施し，必要に応じて指導等を行ったほか，関連情報の提供を行い，適正な
取引行為等の確保に努めた。

聴き取り等調査件数 6件 6件 8件 8件
　うち行政指導 ー 1件 4件 0件
　うち行政処分 ー 0件

（

４
）

消
費
者
被
害
の
拡
大
防
止
と
被
害
者
の
救
済

消費生活・
文化課

【自己評価】
消費者相談等から覚知した違反
被疑事案に対する調査を実施
し，不適正な取引行為が認めら
れた場合に必要な指導等を行うこ
とで，適正な取引行為等の確保
を図ることができた。
【課題と今後の対応等】
今後も相談員との情報共有による
連携を図り，行政指導等によって
適正な取引行為等の確保に努め
ていく。
【今後の方向性】
維持継続

1件 ー

【自己評価】
専門機関に診断を依頼し，結果
を原因究明や事業者指導に繋げ
てきたが，H30は１件商品テスト
を依頼した。
【課題と今後の対応等】
今後も適宜，専門機関の活用を
図っていく。
【今後の方向性】
維持継続

3

国民生活センター ー ー 1件 ー

消費生活・
文化課
各地方振興
事務所県民
サービスセン
ター(仙台を
除く)

③

④
商品等の
検査

○消費生活相談の対象となった商品・サービスの効能，欠陥の有無等について，独
立行政法人製品評価技術基盤機構，独立行政法人国民生活センターなど専門
機関に診断を依頼するなど，原因の究明に努めた。

金融広報委員会と協力して，啓発用リーフレット「多重債務に陥らないために」を
各種研修会で配布した。

相談者数 11人

⑤
多重債務
問題に関
する取組

○多重債務問題の解決に向け，無料相談会を実施し，潜在的な多重債務者が
相談窓口に訪れる機会を提供するとともに，自死対策に関する関係機関と連携
し，「心の健康相談」を併せて実施した。

【自己評価】
全国一斉多重債務者相談キャン
ペーンに合わせ，無料相談会を開
催し，保健福祉事務所等と連携
して心の健康相談を併せて実施で
きた。
【課題と今後の対応等】
今年度以降においても無料相談
会を実施し，多重債務問題への
対応を図る。
【今後の方向性】
維持継続

重点推進項目 1 2

消費生活・
文化課

開催期間

各地方振興
事務所県民
サービスセン
ター(仙台を
除く)

(金融広報
委員会)

224件 308件 242件 229件

　宮城県多重債務問題対策会議の主催により，全国一斉多重債務者相談
キャンペーンに合わせ，12月に多重債務に関する無料相談会を実施したほ
か，各地域毎にサービスセンター主催による無料相談会を実施した。また，各
圏域の保健福祉事務所等と連携して，無料相談会において希望する者に対
して「心の健康相談」も実施した。

H28 H29 H30

開催日 H28.9.9 H29.8.29 H30.8.29 R1.8.27

開催場所

開催期間 R1.12.4-12.8

製品評価技術基盤機構 ー ー ー ー
R01 R02

重点推進項目 1 2

R01 R02

H28 H29 H30

R01 R02

H28 H29 H30 R01 R02

県庁及び各合同庁
舎（仙台を除く）

県庁及び各合同庁
舎（仙台を除く）

18人 22人 12人

H28 H29 H30

H28.11.30-12.4 H29.11.29-12.3 H30.11.20-12.2

県庁及び各合同庁
舎（仙台を除く）

3

H28 H29 H30 R01 R02

相談者数



施
策

推
進

担当課等 自己評価等取組 事業内容　・　実施状況

・ 宮城県消費者被害救済委員会の開催

　
　

・ 宮城県消費者被害救済委員会　あっせん調停部会の開催

・

・
  

  

・ 宮城県消費者行政推進会議の開催

○被害を受けた消費者の訴訟に係る費用の貸付けを行い，消費者を経済的に支
援する。

消費生活・
文化課

（

４
）

消
費
者
被
害
の
拡
大
防
止
と
被
害
者
の
救
済

消費生活・
文化課
各地方振興
事務所県民
サービスセン
ター(仙台を
除く)

（

５
）

関
係
機
関
と
の
連
携
の
強
化

３
　
消
費
者
被
害
の
防
止
と
救
済

○県全体としての相談体制のあり方，取組方針等の検討を行うことを目的とした，
市町村，関係団体等で構成する宮城県消費者行政推進会議を設立，開催し，
意見交換等を行った。

開催日 ー

ー ー

H29.5.15 ー ー

R01 R02

H28 H29 H30 R01 R02

消費者被
害救済委
員会の
あっせん・
調停

○条例３７条に基づき，消費者からの苦情申出のうち，解決が著しく困難な案件
があった場合，宮城県消費者被害救済委員会を開催し，あっせんを行う。

【自己評価】
令和元年度は，あっせん・調停が
必要な案件がなく，開催なし。
【課題と今後の対応等】
平成24年度以降は委員会への
付託を要する消費者からの苦情
申出はないものの，消費者保護
の観点から今後申出があった場
合，適切なあっせんができるよう引
き続き努める。
【今後の方向性】
維持継続

開催回数 ー ー 0回 0回
開催日 ー ー

H28 H29 H30 R01 R02

H28 H29 H30 R01 R02

開催回数 1回 1回 0回 0回

消費生活・
文化課

開催日 H28.5.30 H30.1.12 ー ー

【自己評価】
県，市町村，関係団体から構成
される宮城県消費者行政推進会
議を開催し，県内の消費者行政
に関する情報共有の幅に広がりを
もたせるとともに，連携強化の機
会の増加に繋げた。
【課題と今後の対応等】
より良い消費者行政を目指して毎
年度会議の開催に努めていく。
【今後の方向性】
維持継続

重点推進項目

【自己評価】
費用の貸し付け実績はない。
【課題と今後の対応等】
費用の貸し付け実績はないもの
の，消費者保護の観点から事業
を継続していく。
【今後の方向性】
維持継続

①

国民生活
センター，
製品評価
技術基盤
機構との
連携

【自己評価】
全国の相談情報や製品事故の分
析結果等は消費者被害の防止に
重要であることから，関係機関と
連携を密にし，最新情報の提供
に努めた。H30も事故分析の案件
がなかった。
【課題と今後の対応等】
今後も情報収集を図るとともに，
国や他の都道府県との連携を図り
最新の情報提供に努めていく。
【今後の方向性】
維持継続

重点推進項目 1 2

1 2 3

⑦

消費者の
訴訟に対
する費用
の貸付

申請受理件数 ー ー ー

②

国，市町
村，警察
本部等と
の連携

消費生活・
文化課

⑥

H29 H30 R01 R02

H28 H29 H30 R01 R02

ー ー

国民生活センターが運営するPIO-NET（全国消費生活情報ネットワーク・シス
テム）を活用し，全国の相談苦情情報の収集等をすることができた。また，「見
守り新鮮情報」の最新情報を活用し，情報誌等を通じて消費者に情報提供し
た。

○ ○ ○ ○

3

H28

ー

○全国の相談情報の収集，製品事故の分析等において，下記のとおり連携した。

ー ー
H28 H29 H30

製品評価技術基盤機構に事故分析を依頼したほか，当機構からの事故等の
情報について情報誌等により迅速に消費者へ周知した。



施
策

推
進

担当課等 自己評価等取組 事業内容　・　実施状況

・ 消費者関係団体との連携

・ 宮城県金融広報委員会との連携

・ 行政機関と弁護士会･司法書士会との懇談会

・ 宮城県消費者行政推進会議

（

５
）

関
係
機
関
と
の
連
携
の
強
化

３
　
消
費
者
被
害
の
防
止
と
救
済

H28.8.24 H29.8.30 H30.8.28 R1.9.2
H29.2.1 H30.1.18 H31.1.23 R2.1.22

開催日

開催日 ー H29.5.15 ー ー

金銭・金融教育研究校による
生活設計等普及事業の共催 ○

パネル展やパンフレット等の作
成・配布等による啓発活動

○ ○ ○ 〇

○下記懇談会により情報及び意見の交換を行ったほか，随時，情報交換をし情報
の共有化を図った。

開催回数 2回

H28 H29 H30

2回 2回 2回

○

R01 R02

○ ○ 〇

H28 H29 H30 R01 R02

【自己評価】
消費者関係団体との連携により，
研修会等の開催支援を行うことが
できた。
宮城県金融広報委員会について
も，消費者教育関係事業の共催
や，金銭・金融教育に関する各
種啓発事業の開催など，連携し
て実施することができた。
弁護士会・司法書士会とも必要
に応じて随時情報交換を行い，
県内の消費者行政に関する情報
共有の幅に広がりをもたせるととも
に，連携強化の機会の増加に繋
げた。
【課題と今後の対応等】
今後も引き続き連携による事業を
実施していく。
【今後の方向性】
維持継続

消費者教育講座の共催 ○ ○ ○ 〇

講演会の開催支援 ○

3重点推進項目 1 2

③

弁護士
会，司法
書士会，
法テラス，
適格消費
者団体等
との連携

○消費者関係団体の活動支援や宮城県金融広報委員会との事業共催等，連携
して啓発活動及び消費者教育の充実を図った。

消費生活・
文化課

○ 〇
消費生活展の開催 ○ ○ ○ 〇

H28 H29 H30 R01 R02

H28 H29 H30 R01 R02

○ ○ ○ 〇
宮城県消費者団体連絡協
議会による合同研修会，総
代会等の開催支援



４　環境に配慮した消費行動の推進

施
策

推
進

担当課等 自己評価等

・ グリーン購入セミナー

・ グリーン購入促進委員会
グリーン購入の促進に関する重要事項を調査審議するため委員会を開催した。

・ 子ども向け啓発教室

○環境に配慮した製品を「宮城県グリーン製品」として認定し，その普及を図った。
・ 宮城県グリーン製品の認定

○PR事業(パネル，サンプルの展示)

４
　
環
境
に
配
慮
し
た
消
費
行
動
の
推
進

○「みやぎ環境e-NEWS」を発行し，産業廃棄物の3Rや再生可能エネルギー，省
エネルギーに関するイベント報告や補助事業の紹介など，環境に関する各種情報を
発信した。

環境政策課

（

１
）

環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
向
け
た
取
組

113製品

県庁内におけるパネル展示 ○ ○ ○ ○

－ －

112製品年度末現在の認定製品数 104製品 124製品

H28 H29 H30 R02

県産業技術総合センター
一般公開への出展
みやぎ環境フェスタでの認
定製品展示

○ ○ ○ ○

認定件数 36件 39件 38件 38件

参加者数 ー 14人 ー －

H28 H29 H30 R01 R02

子ども向けの啓発教室を開催し，グリーン購入に取り組む重要性について啓発
を行った。

開催日 ー H29.8.22 ー －

7人

H28 H29 H30 R01 R02

【自己評価】
隔月で「みやぎ環境e-NEWS」を
発行し，産業廃棄物の3Rや再
生可能エネルギー等に関する普及
啓発ができた。
【課題と今後の対応等】
企業訪問時に紹介するなど，一
層の普及啓発を図る。
【今後の方向性】
維持継続

重点推進項目

重点推進項目 1 2 3

○ ○ ○ ○

○みやぎグリーン購入ネットワークと連携し，グリーン購入の普及促進を図った。

地域全体でグリーン購入に取り組むことの重要性を理解することを目的にセミ
ナーを開催した。

開催日

②
環境関連
情報の発
信

環境政策課

－

開催日 H29.2.21 ー H31.3.22 －
－参加者数 5人 ー

52人 28人

【自己評価】
グリーン購入の普及促進にあた
り，新たに「持続可能な開発目標
（SDGｓ）」の観点を取り入れた
セミナーを開催することができた。ま
た，グリーン製品の認定を適切に
行うとともに，新たなイベントでの
展示など，制度や認定製品の普
及啓発に努めた。
【課題と今後の対応等】
県内市町村における組織的グリー
ン購入の取組が十分ではないた
め、市町村への働きかけを行ってい
く必要がある。また，宮城県グリー
ン製品認定制度や認定製品の一
層の普及啓発に努めるとともに，
グリーン製品の利活用を推進す
る。
【今後の方向性】
維持継続

参加者数 39人

みやぎ環境e-NEWS

2 3

H28

取組 事業内容　・　実施状況

H28 H29 H30 R01 R02

H28 H29 H30 R01 R02

－

①
グリーン購
入等の普
及促進

H29.1.20 H30.2.15 H31.1.24

R01

○ ○

H29 H30 R01 R02

1



施
策

推
進

担当課等 自己評価等取組 事業内容　・　実施状況

・ 3R普及啓発イベントの実施

・ ラジオスポットCM

・ 普及啓発パネル展示の実施

・ 3R文化祭・学園祭の実施

・ 3Rバスツアーの実施

・ みやぎの食べきりモデル店舗認定事業

・ 各団体へのマイバッグ持参等３Ｒに関する取組の要請，広報の実施

（

１
）

環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
向
け
た
取
組

４
　
環
境
に
配
慮
し
た
消
費
行
動
の
推
進

1回
※H29より「みやぎの３R推進会議」に名称変更

R1.10.30

－
－

26店舗

H30.10.30

○ ○

リサイクル推進週間（5/30～6/5） ○
H28 H29 H30 R01 R02

H28 H29 H30 R01 R02

2回

○小売業者，住民団体，市町村等関係者の協働によるレジ袋の使用削減に向け
た取組を支援するとともに，毎年10月の「3R推進月間」に合わせて，「みやぎの3R
推進キャンペーン（平成28年度以前は「環境にやさしい買い物キャンペーン」）」を実
施することにより，「環境にやさしい買い物」を推進した。

認定店舗数 ー ー 26店舗

3

重点推進項目 1 2 3

放送回数 651回 112回 112回

【自己評価】
普及啓発イベントやラジオスポット
ＣＭ等により３Ｒの普及啓発を
行い，家庭や職場での取組に対
する理解を促進することができた。
【課題と今後の対応等】
宮城県循環型社会形成推進計
画（第２期）が今年度で終期を
迎えることから，次期循環計画を
踏まえて，より多くの県民に３Ｒの
取組や，実践行動が定着していく
よう啓発活動を行う。
【今後の方向性】
維持継続

循環型社会
推進課

H30.10.21

H29 H30 R01 R02

3R推進月間（10月） ○

参加グループ数 －

宮城県容器包装削減会議の開催

④
環境にや
さしい買い
物の推進

循環型社会
推進課

【自己評価】
各市町村や関係団体，事業者
の参加によって，それぞれの地域
に応じた取組を進めることができ
た。
【課題と今後の対応等】
宮城県循環型社会形成推進計
画（第２期）が今年度で終期を
迎えることから，次期循環計画を
踏まえて，より多くの県民に３Ｒの
取組や，実践行動が定着していく
よう啓発活動を行う。
【今後の方向性】
維持継続

重点推進項目 1 2

11事業者 1事業者 4事業者
ー 6事業者 5事業者

みやぎの3R推進会議の開催 ー 2回 2回
みやぎ県民食べきりの日イベント実施 ー ー

ー 6グループ ー

○ ○ ○
○ ○ ○

112回

560人
650人

③ ３Ｒの推進

○ライフステージに応じた普及啓発事業の実施やラジオスポットCM放送等の実施によ
り，県民及び事業者に対する廃棄物等の3R（発生抑制，再使用，再生利用）
に関する普及啓発に努めた。

H28 H29 H30

ー 2事業者
ー ○アニメむすび丸ごみ分別シール配布

実施回数 ー ー 2回
参加者数 ー ー 37人

H28 H29 H30

県HPでのCM音源の公開 ○ ○

2,400人ー

開催日

来場者数

H30.11.10
ー H29.11.11

H28

R1.11.2

272人

R01 R02

R01 R02

H28 H29 H30 R01 R02

H28 H29 H30 R01 R02

H28 H29 H30 R01 R02

ー －

4事業者店舗用啓発音源の放送実施数

3R推進月間ポスター掲示 8事業者
3Rバッジ着用（コンビニ） ー －



施
策

推
進

担当課等 自己評価等取組 事業内容　・　実施状況

・ みやぎ花のあるまちコンクール

・ 美しい生活環境を創る運動

・ 身近な環境問題に取り組む生活学校運動への支援

・ 省資源・省エネルギー運動

４
　
環
境
に
配
慮
し
た
消
費
行
動
の
推
進

○

夏季及び冬季の省エネルギー対策推進のため各種啓発用資料を構成員に配布

H28 H29 H30 R01 R02

県生活学校連絡協議会及び県内生活学校に対する活動費の助成，生活
学校・生活会議運動全国大会等への参加費の助成

○ ○ ○ ○

広報用花の種子袋を作
成し関係団体に配布

8,000袋 8,000袋 10,000袋 7,500袋

配布先数 21団体 23団体 18団体 23団体

19団体
7団体

【自己評価】
みやぎ花のあるまちコンクール，美
しい生活環境を創る運動の実施
などにより，環境に配慮した地域
づくりの機運を醸成し，定着を図
ることができた。
【課題と今後の対応等】
様々な媒体を活用してコンクール
のPRを行っているが，応募数が伸
びず，応募地域に偏りも見受けら
れることから，面的な拡がりへと発
展するように地域との連携を強化
していく。
【今後の方向性】
維持継続

（

２
）

環
境
に
配
慮
し
た
地
域
づ
く
り
の
推
進

①

地域に密
着した環
境への取
組の推進

共同参画社
会推進課

○ ○ ○

受賞者数 7団体 7団体 7団体
応募者数 15団体 17団体 16団体

「ふれあい」と「思いやり」のある人づくり・地域づくり・美しいふるさと『みやぎ』づくり
を推進するため実施

H28 H29 H30 R01 R02

○活力のある個性的で心豊かな地域社会の形成を目指し，美しい生活環境を創る
運動などの県民運動を推進する「すばらしいみやぎを創る協議会」に対する支援を通
じ，地域に密着した環境への取組として次の事業を実施した。

H28 H29 H30 R01 R02

H28 H29 H30 R01 R02


